
令和５年度の固定資産（土地・家屋・償却資産）
課税台帳の縦覧・閲覧を行います

都市整備課河川治水・管理係　☎72-2111問04
端間駅西側ロータリーの供用を開始します

現在工事中の西鉄端間駅西側ロータ
リーを４月１日から供用開始します。

子ども育成課医療・手当係（北別館１階）　☎72-2111問申01
児童のための手当を知っていますか

児童の健やかな成長に役立てるため、手当を支給する制度があります。受取りには手続が必要です。下記の対象
を確認のうえ、まだ手続きしていない人はお問い合わせください。（所得制限あり）

●児童手当
対象　中学校卒業まで（15歳になってから最初の
３月31日まで）の児童を養育している人
注意事項
•出生や転入から15日以内に手続きしてくださ
い
•公務員は職場から支給されるので、職場で手
続きしてください

税務課資産税係（本館１階）　☎72-2111問場

03

令和５年１月１日現在の土地・家屋の価格を確認できます。大切な財産の確認のため、ぜひご覧ください。

●縦覧制度
納税者が、自分の土地や家屋の評価が適正かどうか
を確認するため、ほかの土地・家屋の価格と比較でき
ます。
期間　４月３日（月）～５月１日（月）
縦覧できる人　固定資産税の納税者またはその住民票

上同一世帯の人、代理人、相続代表者
を含む納税管理人

手数料　無料

●共通事項
持参物　本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証など）、委任状（代理人の場合）
※借地・借家人が閲覧する場合は、賃貸借契約書が必要です

●閲覧制度
納税義務者が、本人の「固定資産課税台帳」に記載さ
れた内容を確認できる制度です。なお、借地・借家人
なども関係する固定資産の課税内容を確認できます。
閲覧できる人　固定資産税の納税義務者またはその住

民票上同一世帯の人、代理人、借地
（家）権者または使用収益権者など

手数料　縦覧期間中は無料（借地（家）権者または使用
収益権者などは有料）

収納課収納係（本館１階）　☎72-2111問申02
固定資産の名義が変わったら、口座振替の再申込が必要です

固定資産税は毎年１月１日に固定資産を所有している人に課税されます。相続などで固定資産の名義が変わった
場合は、口座振替の再申込が必要です。

対象　次のいずれかに該当し口座振替を希望する人
•相続や売買などで１月１日までに新たに固定資産の
所有者となったとき
•共有名義で固定資産を所有し、共有者の代表者また
は構成員に変更があったとき

申込方法　申込書・通帳・通帳届印・納税通知書を窓
口に持参
※申込書は市内の金融機関などで取得
※引落しは申し込んだ月の翌月末から。申し込んだ月
に納期が到来する固定資産税は、納付書で納めてく
ださい

●特別児童扶養手当
対象　一定以上の障がいがある20歳未満の児童を養育してい
る父母など（認定には診断書が必要な場合があります）

支給月額　１級（重度障がい児）…53,700円
　　　　　２級（中度障がい児）…35,760円

•父母が離婚（事実婚解消を含む）
•父または母が死亡、もしくは生死が不明
•父または母が年金の障がい等級１級程度の障がいの状態
•父または母から１年以上遺棄されている

•父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた
•父または母が法令により引き続き１年以上拘禁さ
れている
•母が未婚で出産

●児童扶養手当
対象　次のいずれかに該当する児童（18歳になってから最初の３月31日まで、一定の障がいがある場合は20歳未
満まで）を監護している父母、または父母に代わりその児童を養育している人

支給月額

西側ロータリー
（４月１日から）

東福童

北

端
間
駅

西
鉄
天
神
大
牟
田
線

小郡市からのお知らせ小郡市からのお知らせ

児童手当
特別給付（所得制限限
度額以上所得上限限
度未満の場合）

３歳未満 15,000円
5,000円
※所得上限限度額以
上の場合には、受
給はありません

３歳以上
小学校
修了前

第１子
10,000円

第２子
第３子以降 15,000円

中学生 10,000円

児童１人 第２子加算 第３子以降加算
全部支給 44,140円 10,420円 6,250円
一部支給 10,410円～44,130円 5,210円～10,410円 3,130円～6,240円
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生活環境課環境係　☎72-2111問07
狂犬病の予防注射を受けましょう

狂犬病は、人や犬などの動物に感染し、一度発症するとほぼ100%死亡してしまう恐ろしい病気です。感染を予
防するため、飼い犬には予防注射を受けさせましょう。
登録犬の飼い主に、案内はがきを３月末までに送付します。はがき表面の問診票に記入し、持参してください。
また、未登録犬の場合は、直接会場へお越しください。

対象　生後91日以上の全ての飼い犬（毎年1回の注射
が義務付けられています）

★動物病院でも受けられます
下表の動物病院でも、狂犬病予防注射（注射済票の交付）を受けられます。登録犬の飼い主は、集団注射の案内は
がきを持参してください。
※犬が高齢の場合や、体調に不安がある場合は、動物病院での接種をお勧めします

注意事項　
•会場へは、首輪が首から抜けないように締め、リードを装着し、犬を抑止できる大人の飼い主が連れてきてくだ
さい
•犬の体調がすぐれない場合や妊娠中の場合は、注射を受けられません
•悪天候で中止する場合は、市ホームページ・SNSでお知らせします

料金　登録済みの犬　3,150円（注射料のみ）
　　　未登録の犬　　6,150円（登録料＋注射料）

狂犬病予防集団注射日程表

05
【第６次小郡市総合振興計画】
小郡市総合振興計画審議会から答申が行われました

令和２年３月、市は、「第６次小郡市総合振興計画」の策定について小郡市総合振興計画審議会に諮問を行いまし
た。その後、８回にわたり審議会が開催され、令和５年２月９日、審議会を代表して島田昇二郎会長から加地市長
へ答申書が手渡されました。
島田会長は「人口減少時代を迎え、少子高齢化の進展が予想さ

れていますが、市民とともに市の魅力を高めるまちづくりを推進
してください」と話しました。
市は、答申を重く受け止めて計画を策定し、計画に基づいたま

ちづくりに取り組んでいきます。
計画の策定に向けて、３月定例市議会に第６次小郡市総合振興

計画前期基本計画（令和５～８年度）の策定に関する議案を提出し
ています。計画の議決後、内容を広報紙・市ホームページで報告
します。引き続き市民の皆さんのご理解とご協力をお願いしま
す。

経営戦略課政策推進係　☎72-2111問

06
マイナポイント第２弾のポイント申込期限が
令和５年５月末まで延長されました

マイナポイント第２弾の申込期限が、令和５年５月末まで延長になりまし
た。令和５年５月末までにマイナンバーカードを使って下記の手続をすると、
最大２万円分のマイナポイントがもらえます。
※令和５年２月末までにマイナンバーカードを申請した人が対象です

マイナンバー総合フリーダイヤル　☎0120-95-0178問

▲加地市長へ答申書を手渡す島田会長（右）

お住まいの地域に

関わらず、市内す

べての会場で注射

を受けられます。

マイナンバーカード総合支援窓口（北別館１階）　☎72-2111問申場
市役所でカード・ポイントの申請をサポートします

マイナポイント第２弾
の手続方法など、詳細
は総務省ホームページ
をご覧ください

マイナンバーカード総合
支援窓口の開設日や持参
物などは市ホームページ
をご覧ください時間　平日８時半～17時

※３月18日（土）・26日（日）（両日９時～12時）に臨時開設します

小郡市からのお知らせ小郡市からのお知らせ

ポイントの手続 もらえるポイント ポイント申込期限
マイナンバーカードを使ってマイナポイントの手続を行い、
キャッシュレス決済サービスでチャージや買い物をする
（マイナポイント第１弾に申し込んだ人は対象外）

最大5,000円分
令和５年
５月末健康保険証として利用できるよう申し込む 7,500円分

公金受取口座を登録する 7,500円分
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期日 時間 会場

４月４日（火）

10：25～10：50 緑の里くろつち会館
11：05～11：30 松崎稲荷神社（三井高校前）
13：20～13：50 ポピーの里あじさか館
14：10～14：35 福童公園

４月５日（水）

10：25～10：50 ひまわり館東野
11：05～11：30 大原きぼうの森館
13：20～13：45 稲穂の里みはら館
14：00～14：25 たなばた地域運動広場

４月６日（木）

10：20～10：45 三国が丘公民館
11：00～11：30 ふれあい館三国
13：20～14：05 希みが丘公民館
14：20～14：50 美鈴が丘公民館

５月11日（木） 14：30～15：10 小板井ふれあい公園
（マクドナルド小郡七夕通り店西）

動物病院名 住所 電話
小郡じっへる犬猫病院 小郡市小郡278-10 72-2553
きのした動物病院 小郡市三国が丘四丁目78 75-0990
藤野動物病院 小郡市祇園二丁目2-1 72-8170
みくにの動物病院 小郡市三沢2438-6 75-1512
池田動物診療所 朝倉郡筑前町原地蔵1897-1 0946-21-3281
ケントペットクリニック 久留米市宮ノ陣四丁目3-5 46-6600
カシア動物病院 筑紫野市美しが丘北一丁目11-4 092-926-8606
さんすい動物病院 筑紫野市美しが丘北一丁目1-1 092-926-8671
かねこ動物病院 筑紫野市美しが丘北四丁目1-4 092-926-9115
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	#広報おごおり_お知らせ585_Part5
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